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平 成 ２ ７ 年 度 印 西 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

 

 

 



 

平 成 ２ ７ 年 度 印 西 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ８ ４ ， ４ １ ５ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出

予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ， ９ ６ ０ ， ２ ７ ９ 千 円 と す る 。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算

の 金 額 は 、 「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。  

（ 繰 越 明 許 費 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法 第 ２ １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と の で

き る 経 費 は 、 「 第 ２ 表  繰 越 明 許 費 」 に よ る 。  

 （ 地 方 債 の 補 正 ）  

第 ３ 条  地 方 債 の 変 更 は 、 「 第 ３ 表  地 方 債 補 正 」 に よ る 。  

  平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ５ 日 提 出  

                         印 西 市 長   板  倉   正  直  
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第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入 (単位：千円)

款 項

 3 国庫支出金 90,200 △23,210 66,990

 1 国庫補助金 90,200 △23,210 66,990

 4 財産収入 790 180 970

 1 財産運用収入 790 180 970

 5 繰入金 406,894 △98,585 308,309

 1 一般会計繰入金 406,894 △98,585 308,309

 8 市債 488,500 △62,800 425,700

 1 市債 488,500 △62,800 425,700

2,144,694 △184,415 1,960,279

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 下水道事業費 1,770,501 △231,417 1,539,084

 1 総務管理費 924,723 △9,620 915,103

 2 公共下水道事業費 831,079 △221,797 609,282

 2 公債費 317,409 △5,612 311,797

 1 公債費 317,409 △5,612 311,797

 3 基金積立金 41,784 52,614 94,398

 1 基金積立金 41,784 52,614 94,398

2,144,694 △184,415 1,960,279

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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第２表　　繰　越　明　許　費

款 項 事　　　　　業　　　　　名

１　　下水道事業費 ２　　公共下水道事業費 　公共下水道施設整備事業 3,020 千円

　雨水排水対策施設整備事業 122,406 千円

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 125,426 千円

金　　　　　額
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第３表　　地方債補正

１．変更

千円 千円

下水道事業
（公共下水道） 471,400 408,600

普通貸借
又は

証券発行

　　年５．０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

融資条件による。
普通貸借
又は

証券発行

　　年５．０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

融資条件による。

償　還　の　方　法 限　度　額 償　還　の　方　法起債の方法 利　率
起債の目的

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限　度　額 起債の方法 利　率
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１．総括

( 歳　入 ) (単位：千円)

款

 1 分担金及び負担金 550 0 550 0.0

 2 使用料及び手数料 1,080,243 0 1,080,243 55.1

 3 国庫支出金 90,200 △23,210 66,990 3.4

 4 財産収入 790 180 970 0.1

 5 繰入金 406,894 △98,585 308,309 15.7

 6 繰越金 77,495 0 77,495 4.0

 7 諸収入 22 0 22 0.0

 8 市債 488,500 △62,800 425,700 21.7

2,144,694 △184,415 1,960,279 100.0

歳入歳出補正予算事項別明細書

補 正 前 の 額 補 正 額 計 本 年 度 予 算 構 成 比 ( ％ )

歳 入 合 計
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( 歳　出 ) (単位：千円)

款

 1 下水道事業費 1,770,501 △231,417 1,539,084 △23,210 △62,800 △90,682 △54,725 78.5

 2 公債費 317,409 △5,612 311,797 △7,903 2,291 15.9

 3 基金積立金 41,784 52,614 94,398 180 52,434 4.8

 4 予備費 15,000 0 15,000 0.8

2,144,694 △184,415 1,960,279 △23,210 △62,800 △98,405 0 100.0

本年度予算
構成比(％)

特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳
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２．歳　入

（単位 ： 千円）

節   

 3 国庫支出金 90,200 △ 23,210 66,990

 1 国庫補助金 90,200 △ 23,210 66,990

 1 下水道事業費国庫 90,200 △ 23,210 66,990  1 社会資本整備総合 △ 23,210 ・社会資本整備総合交付金 △ 23,210

補助金 交付金

 4 財産収入 790 180 970

 1 財産運用収入 790 180 970

 1 利子及び配当金 775 180 955  1 利子 180 ・利子 180

 5 繰入金 406,894 △ 98,585 308,309

 1 一般会計繰入金 406,894 △ 98,585 308,309

 1 一般会計繰入金 406,894 △ 98,585 308,309  1 一般会計繰入金 △ 98,585 ・一般会計繰入金 △ 98,585

 8 市債 488,500 △ 62,800 425,700

 1 市債 488,500 △ 62,800 425,700

 1 下水道事業債 488,500 △ 62,800 425,700  1 下水道施設整備債 △ 62,800 ・公共下水道事業 △ 62,800

2,144,694 △ 184,415 1,960,279

説 明

歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計款　　　項　　　目
区 分 金 額

(歳入) 国庫支出金，財産収入，繰入金，市債 
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３．歳　出

（単位 ： 千円）

節       

 1 下水道事業費 1,770,501 △231,417 1,539,084 △23,210 △62,800 △90,682 △54,725

 1 総務管理費 924,723 △9,620 915,103 △8,382 △1,238

 1 一般管理 924,723 △9,620 915,103 △8,382 △1,238  2 給料 76 ・職員人件費 1,480

費  3 職員手当等 1,038 ・中継ポンプ場等維持管理に △9,700

 4 共済費 366   要する経費

13 委託料 △11,100 ・下水道水質規制等に要する △1,400

  経費

 2 公共下水道事 831,079 △221,797 609,282 △23,210 △62,800 △82,300 △53,487

業費

 1 汚水処理 92,836 △55,797 37,039 △2,310 △53,487 13 委託料 △10,373 ・公共下水道施設整備事業 △45,000

対策費 15 工事請負費 △43,424 ・特定環境保全公共下水道施 △10,797

22 補償、補填 △2,000   設整備事業

及び賠償金

 2 雨水排水 738,243 △166,000 572,243 △20,900 △62,800 △82,300 13 委託料 △78,000 ・雨水排水対策施設整備事業△166,000

対策費 15 工事請負費 △86,000

22 補償、補填 △2,000

及び賠償金

 2 公債費 317,409 △5,612 311,797 △7,903 2,291

 1 公債費 317,409 △5,612 311,797 △7,903 2,291

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

財 源 内 訳

特 定 財 源
区 分 金 額一 般 財 源

(歳出) 下水道事業費，公債費 
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（単位 ： 千円）

節       

 1 元金 238,084 0 238,084 △2,419 2,419 ・元金

 2 利子 79,325 △5,612 73,713 △5,484 △128 23 償還金、利 △5,612 ・利子 △5,612

子及び割引

料

 3 基金積立金 41,784 52,614 94,398 180 52,434

 1 基金積立金 41,784 52,614 94,398 180 52,434

 1 財政調整 41,784 52,614 94,398 180 52,434 25 積立金 52,614 ・財政調整基金積立金 52,614

基金積立

金

2,144,694 △184,415 1,960,279 △23,210 △62,800 △98,405

計

財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

歳 出 合 計

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 項 目 補正前の額 補 正 額

(歳出) 公債費，基金積立金 
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　　　　給　　　　　与　　　　　費　　　　　明　　　　　細　　　　　書

職　員　数 報　　　酬 給　　　料 期末手当 　  （千円） 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計

(人） （千円） （千円） 年間支給率  （月数） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

その他の
特別職

8 180 180 180

計 8 180 180 180

その他の
特別職

8 180 180 180

計 8 180 180 180

その他の
特別職

計

比　　較
議　　　員

備　考

給　　　　　与　　　　　費
共　済　費 合　　　計

長　　　等

議　　　員

１　　特　別　職

区　　　分

補正後
議　　　員

（下水道事業特別会計）

長　　　等

補正前

長　　　等
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　（1）　総　　　括

報　酬　（千円） 給　料　（千円） 職員手当　（千円） 計　（千円）

扶養手当 地域手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補正後 1,188 3,906 1,214 731 10,286 6,154 3,338

補正前 1,188 3,564 1,214 731 10,192 5,779 3,300

比　　較 0 342 0 0 94 375 38

住居手当 児童手当

（千円） （千円）

補正後 189 960

補正前 0 960

比　　較 189 0

２　　一　般　職

区　　　分 共済費　（千円） 合計　（千円）

職員手当の
内　　　　訳

備　考職員数（人）
給　　　　　与　　　　　費

区　　分

補正後

補正前

比　　較

39,602

39,526

76

区　　分

27,966

26,928

1,038

67,568

66,454

1,114

10

10

0

19,669

19,303

366

87,237

85,757

1,480
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区　　　　分 増減額　（千円） 備　　　考

　給与改定に伴う

給　　　　料 76 　増減分 76

　昇給に伴う
　増加分

　その他の増減分

  制度改正に伴う 　地域手当 342 ・地域手当　8.5％→9.3％

職員手当 1,038   増減分 917 　期末手当 94 ・給料等を基礎とするはね返り分

　勤勉手当 443 ・年間支給率　1.5月→1.6月

　時間外手当 38 ・給料等を基礎とするはね返り分

　その他の増減分 　勤勉手当 △ 68

　住居手当 189

121

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

増　減　理　由　別　内　訳    （千円） 説　　　　　　　　　　　　　　明
（千円） 
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行政職（一）

329,375

405,480

43.12

329,375

420,207

42.62

（単位：円）

高校卒 149,000

大学卒 183,300

144,600

176,700

　　ア　職員１人当り給与

（3）　給料及び職員手当の状況

区　　　　　　　　　　分

　　イ　初　　任　　給

平　均　年　令　　　（歳）

平成２８年１月１日現在

平成２７年７月１日現在

区　　　分 行政職（一）

平均給料月額　　　（円）

平均給与月額　　　（円）

平均給料月額　　　（円）

平均給与月額　　　（円）

平　均　年　令　　　（歳）

国　　　の　　　制　　　度

行政職（一）
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級 職員数（人） 構成比（％）

（　　　　　) （　　　　　)
1 10.00

（　　　　　) （　　　　　)
1 10.00

（　　　　　) （　　　　　)
0 0.00

（　　　　　) （　　　　　)
4 40.00

（　　　　　) （　　　　　)
2 20.00

（　　　　　) （　　　　　)
0 0.00

（　　　　　) （　　　　　)
2 20.00

（　　　　　) （　　　　　)
0 0.00

（　　　　　) （　　　　　)
10 100.00

（　　　　　) （　　　　　)
1 10.00

（　　　　　) （　　　　　)
1 10.00

（　　　　　) （　　　　　)
0 0.00

（　　　　　) （　　　　　)
4 40.00

（　　　　　) （　　　　　)
2 20.00

（　　　　　) （　　　　　)
0 0.00

（　　　　　) （　　　　　)
2 20.00

（　　　　　) （　　　　　)
0 0.00

（　　　　　) （　　　　　)
10 100.00

平成27年７月１日現在

１　級

３　級

５　級

６　級

４　級

平成28年１月１日現在

７　級

８　級

計

　ウ　　級　別　職　員　数

区　　分
行政職（一）

１　級

２　級

３　級

７　級

８　級

計

４　級

２　級

５　級

６　級
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区　　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

副　主　査

主任主事

主任技師

課　長

主　幹

部　長

参　事

（級別の標準的な職務内容）

行政職（一）
主事補

技師補

主　　事

技　　師
主査補 主　　査 副　主　幹
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代表的な職種

行政職（一）

職員数 （Ａ）(人） 10 10

昇給に係る職員数 （Ｂ）(人） 9 9

１号給(人) 2 2

２号給(人)

３号給(人)

４号給(人) 7 7

６号給(人)

８号給(人)

比　率　（Ｂ）/（Ａ） （％） 90 90

職員数 （Ａ）(人） 10 10

昇給に係る職員数 （Ｂ）(人） 9 9

１号給(人) 2 2

２号給(人)

３号給(人)

４号給(人) 7 7

６号給(人)

８号給(人)

比　率　（Ｂ）/（Ａ） （％） 90 90

　エ　　昇　給

区　　分 合　　計

補
　
　
　
正
　
　
　
後

補
　
　
　
正
　
　
　
前

号給数別内訳

号給数別内訳
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６月（月分） 12月（月分）

（　　　　） （　　　　） （　　　　）
1.975 2.225 4.20

（　　　　） （　　　　） （　　　　）
1.975 2.125 4.10

（　　　　） （　　　　） （　　　　）
1.975 2.225 4.20

２０年勤続の者 ２５年勤続の者 ３５年勤続の者 最　高　限　度

（月分） （月分） （月分） （月分）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職等特例措置

　　２％～４５％加算

国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置
（支給率等）

　　３％～４５％加算

　オ　　期　末　手　当　・　勤　勉　手　当

区　　　　分

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

補　正　後

支　給　期　別　支　給　率
支給率計　（月分）

有

有

国の制度

備　　考

備　　考

区　　　　分

補　正　前

10

16

支　給　対　象　地　域

支　　給　　率　　　（％）

支給対象職員数　　（人）

国の指定基準に基づく支給率（％）

有

全　　　域

9.3

その他の加算措置等

　キ　　地　域　手　当
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代表的な職種

行政職（一）

給料総額に対する比率 （％）

支給対象職員の比率 （％）

交通機関利用者 国　　５５，０００円まで全額支給

　　　　　　　　　　　　 市　　全額支給

住　居　手　当 同　　じ

通　勤　手　当 異なる

　ク　　特　殊　勤　務　手　当

　ケ　　そ　の　他　の　手　当

国の制度との異同

同　　じ

区　　　　分

扶　養　手　当

区　　　　　分 全　　職　　種

代表的な特殊勤務手当の名称

差　異　の　内　容
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